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◇

借地権0更新料

Q:当社は、地主さんから権利金1千万円

で土地を借りて、その土地の上に店舗を構え

ています。この度、契約期間の20年が経過し

たため更新料2,500万円を支払って契約期間

を更新しました。この更新料の税法上の取り

扱いについて教えて下さい。なお、更新時の

借地権の価額は2億円です。

-4へ‐：法人税法においては、更新料を支払う

ことによりその分だけ借地権の価値が増加し

たと考え、更新料の額を従前の借地権の取得

価額に加算します。その反面、更新料を支払

わなければならないということは従前の借地

権のうち更新料相当の価値が減少したと考え

られるので次の算式によって計算した金額を

借地権の取得価額から減額します。

更新直前の 更新料の額

借地権の×

帳 簿 価 額更新時の借地権の価額

更新後の借地権の帳簿価額は、更新前の借

地権の帳簿価額十更新料の額一上記の損金算

入額で計算した金額となります。

ご相談の場合は、次を参考にして下さい。

25.000.000円

1千万円× =1.250.000円

200.000.000円

(借方）（貸方）

借地権25.000.000R/現預金25,000.OOOP)

借地権減算1.250.OOOfi/借地権1.250.OOOP]

更新後の借地権の帳簿価額は、1千万円十

25,000,000円-1.250.000円=33.750.000円と

な.ります。
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